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第９１回千葉県大規模小売店舗立地審議会 

 

１ 日 時：平成２４年２月２３日（木） 午後２時から午後３時２８分まで 

２ 場 所：プラザ菜の花 ３階 菜の花 

３ 出席者：千葉県大規模小売店舗立地審議会委員（１０名） 

         伊藤委員、臼田委員、門井委員、古宮委員、鬼沢委員、木村委員、 

轟木委員、榛澤委員、森委員、安井委員（書面） 

       事務局 

         経営支援課  江澤室長、森副主幹、宮崎副主幹、菅原主査      

４ 開 会： 

  ① 審議案件概略説明 

＜事務局＞ 本日の審議案件は、八街市八街のテックランド八街店、八千代市大和田新田

の（仮称）ベルク八千代大和田店、茂原市高師のテックランド茂原店、成田市ウイング土屋

の（仮称）テックランド成田２号店、流山市新市街地地区の（仮称）カスミ流山おおたかの森

店の５件でございます。すべて新設の案件でございます。このほかに報告案件として、船橋

駅北口新市街地再開発ビル・船橋東武ビルほか計１１件で、既存店舗の変更として届出の

あったものでございます。 

 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 

② 成立要件の確認（県行政組織条例第３２条第２項の規定により、委員の半数以上の

出席があることから成立を確認した。） 

③ 議長の選出（県行政組織条例第３２条第１項の規定により伊藤会長を議長に選出し

た。） 

④ 傍聴人の入室（６名） 

⑤ 議事録署名人選出（議長が木村委員と門井委員の２名を指名した。） 

５ 議 事：                 

○ 議題(１) 新設の届出に対する県意見の審議は、次のとおりであった。 

 

＜伊藤会長＞ 本日の審議案件は５件でございます。それでは審議案件の１、テックランド

八街店につきまして事務局のほうから説明をお願いします。 

（スクリーン（以下「SC」と表記）） 
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①テックランド八街店について 

 

＜事務局＞ それでは、審議案件１の御説明させていただきます。スクリーンと審議資料の

１ページを併せて御覧ください。 

（SC広域見取り図） 所在地は八街市の八街で、ＪＲ八街駅から南西へ約２㎞の県道沿いに

位置しております。設置者及び小売業者はともに株式会社ヤマダ電機となっております。 

（SC概要） 敷地の概要ですが、敷地面積は6,216㎡、用途地域は無指定地域となっており

ます。建物構造は鉄骨造り地上平屋建てとなってございます。 

 右の届出概要ですけれども、新設日は平成24年４月10日、店舗面積は1,982㎡、営業時

間は午前10時から午後10時まで、駐車場の利用可能時間帯は午前９時30分から午後10時

30分まで、荷さばき可能時間帯は午前６時から午後10時までとなっております。 

（SC周辺見取り図） 周辺の環境ですが、スクリーン周辺見取り図を御覧ください。計画地の

東側は道路を挟んでガソリンスタンド、洗車場、南側は道路を挟み事務所、コンビニ、西側

は住居、北側は農地を挟んで住居となっております。 

 なお、この案件に対する市町村・住民等の意見ですが、ともにございませんでした。 

（SC建物配置図） ２ページを御覧ください。スクリーンは建物配置図になります。 

 駐車場は指針に基づく81台を確保し、うち１台を身障者用、１台を高齢者用とする計画で

ございます。出入り口は計２カ所で、県道に面した出入り口①は左折イン、左折アウト、市道

に面した出入り口②は左折イン、右折アウトとなっております。 

 また、交通への支障を回避するための方策として、オープン時及び繁忙期には駐車場の

出入り口に交通整理員を配置する。また、誘導看板の設置や停止線等の路面標示を行う

計画です。 

 また、駐輪場は指針を上回る59台を確保する計画で、駐車場・駐輪需要はともに充足して

いると認められます。 

 続いて荷さばき施設の整備についてですが、荷さばき施設は店舗の北側に設け、面積は

117㎡、同時作業可能台数は２台、ピーク時の１時間当たりの搬出入車両台数は２台で、施

設は充足しており、適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC来店経路図） 次に経路設定ですが、スクリーンは経路図になります。店舗への誘導

は、西方面からは前面県道から出入り口①を左折イン、東方面からは店舗東南の交差点を

右折し市道を経由し、出入り口②から右折インの計画となっております。この経路の周知

は、オープン時の新聞折り込み広告及びホームページに案内経路を掲載するほか、駐車
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場出入り口に誘導看板を設置し、オープン時には交通整理員を配置する計画で、適切な

配慮がなされていると認められます。 

（SC建物配置図） ３ページをお開きください。スクリーンは建物配置図になります。 

 歩行者の通行の利便性の確保等については、自転車専用出入り口を設け歩車分離を行

い、繁忙時は誘導員を配置して安全を図る計画で、適切な配慮がなされていると認められ

ます。 

（SC廃棄物の減量化） 続いて廃棄物の減量化とリサイクルについての配慮ですが、スクリ

ーンを御覧ください。 

 減量化については、商品搬入業者に納入容器の減量化を促す、簡易包装を進める。 

（SCリサイクル計画） また、リサイクル計画については、グループ関連会社で家電製品のリ

ユース事業を展開している、インクカートリッジ回収ボックスを設置する、家電４品目及びパ

ソコンは法に基づき自社で引き取り、収集を行い、運搬は専門業者に委託しリサイクルす

る、清涼飲料水の自動販売機横に回収ボックスを設置するなど、適切な配慮がなされてい

ると認められます。 

 次に防災・防犯対策への協力に関してですが、防災対策は、要請があれば必要に応じ関

係機関との連携をとり地域の寄与に努める。防犯対策として、駐車場内には適切な照明設

備を配置し、閉店後はチェーンで施錠、閉鎖し店舗の管理を徹底するなど、適切な配慮が

なされていると認められます。 

 次の騒音については担当から説明いたします。 

＜事務局＞ それでは、騒音の発生に係る事項について説明します。写真により周辺状況

を説明させていただきます。お手元の資料の図２の周辺見取り図を併せて御覧ください。ス

クリーン右上は周辺図です。赤い矢印は写真を撮影した位置になります。 

（SC写真１） こちらは店舗南側の状況です。道路を挟んで事業所とコンビニがあります。 

（SC写真２） 店舗西側です。隣接して住居があります。 

（SC写真３） 店舗北側です。住居の庭と畑があります。 

（SC写真４） 店舗東側です。道路を挟んでガソリンスタンドと事務所があり、離れた位置に

住宅が立地しています。 

 資料５ページの表とスクリーンを併せて御覧ください。 

（SC騒音予測地点図―等価騒音） 店舗は午前10時から午後10時までの営業ですが、駐

車場は午後10時30分まで利用され、夜間にかかります。機器は夜間はキュービクルのみ24

時間稼働します。荷さばき作業は夜間には実施しません。 
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 等価騒音の予測については、無指定地域のためＢ類型の基準を適用しました。基準値昼

間55dB、夜間45dBをすべて満たしています。 

（SC騒音予測地点図―夜間最大） 夜間最大値の予測については、ｂ及びｃ地点において

敷地境界で基準値を超過し、隣地敷地境界側においても基準値50ｄＢを超過しますが、住

居地点において基準値を下回るため、当該店舗が周辺環境に与える影響は軽微であると

認められます。 

 以上です。 

＜事務局＞ 次に、６ページをお開きください。廃棄物についてですが、スクリーンの建物

配置図を御覧ください。 

（SC建物配置図） 廃棄物の保管施設は店舗の北側に指針を上回る79㎥を確保し、また、

廃棄物の処理方法についても許可業者による敷地外処理を毎日、廃家電については週１

回行う計画で、適切な配慮がなされていると認められます。 

 次に敷地内の緑化計画ですが、法令等の基準はございませんが、敷地面積の39％、242

㎡を緑化する計画でございます。 

 街並みづくり、景観への配慮としては、建物は低層でシンプルな形状、周辺と調和した色

合いとする、外部に設置する機器類は外部から見て目立たないよう配慮する、屋外照明等

についても点灯時間や照射角度などへの適切な配慮が見られます。 

 続いて市町村・住民等の意見ですが、八街市、住民等ともに意見はございませんでした。 

（SC県の意見（案）） 最後に７ページの総合判断ですが、駐車・駐輪需要、荷さばき施設、

騒音、廃棄物保管容量、廃棄物処理、街並みづくり等、いずれも指針に照らし適切な配慮

がなされていると認められるため、当該店舗の立地に関する県の意見は「なし」と考えており

ます。 

（SC書面による意見） なお、安井委員から書面による意見が提出されておりますので、読

み上げます。 

 駐車台数が81台の店舗である。周辺交差点の交通調査の結果からは開業後も渋滞発生

など大きな問題は生じない。交通問題に関しては、千葉県警察本部交通規制課、佐倉警察

署交通課、千葉県県土整備部と適切に協議がなされ、安全上の対応が十分になされてい

る。八街市及び住民等の意見はない。よって、交通上の問題はないと判断する。 

 以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ 委員の方で御質問がございましたら。木村委員、騒音は問題ございません

でしょうか。 
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＜木村委員＞ 住居が隣接する地点Ｄの昼間の予測値が基準値ぎりぎりの54dBという数字

になっています。住居側から苦情が出た場合には速やかな対応をお願いしたいと思ってお

ります。 

＜伊藤会長＞ 鬼沢委員、廃棄物についてコメントはございますでしょうか。 

＜鬼沢委員＞ 商品搬入業者にも減量化を促すというのはとても大切なことだと思いますの

で、そこはしっかりやっていただきたいと思います。 

＜伊藤会長＞ 他の委員の方の御意見もないようですし、本案件に対する県の対応は、

「意見なし」と決定をいたします。 

 

②（仮称）ベルク八千代大和田店について 

 

＜伊藤会長＞ 次の案件にまいります。それでは、事務局お願いいたします。 

＜事務局＞ ２件目、（仮称）ベルク八千代大和田店で新設案件でございます。スクリーン

広域見取り図と審議資料の１ページを併せて御覧ください。 

（SC広域見取り図） 所在地は八千代市大和田新田で、八千代緑ヶ丘駅から南へ約700ｍ

の市道沿いに位置しております。建物設置者、小売業者ともに株式会社ベルクとなっており

ます。 

（SC概要） 敷地の概要ですが、敷地面積は8,276㎡、用途地域は第１種住居地域となって

おります。建物構造は鉄骨造り平屋建てとなっております。 

 右の欄の届出概要ですが、新設日は平成24年４月３日、店舗面積は2,140㎡、営業時間

は午前９時から翌午前０時まで、駐車場の利用可能時間帯は午前８時半から翌午前０時30

分まで、荷さばき可能時間帯は午前６時から午後10時までとなっております。 

（SC周辺見取り図） 周辺の環境ですが、周辺見取り図を御覧ください。計画地の東側は店

舗、西側は道路を挟んで店舗、南側は戸建て住宅、高層住宅、農地、北側は道路を挟んで

戸建て住宅となっております。 

 なお、この案件に対する市町村・住民等の意見ですが、ともにありませんでした。 

（SC建物配置図） ２ページを御覧ください。スクリーンは建物配置図になります。 

 駐車場は指針を上回る150台を確保し、うち２台を身障者用、３台を高齢者用とする計画で

す。出入り口は２カ所設け、出入り口①は左折イン、左折アウト、出入り口②は左折イン、右

折アウトとなっております。 

 また、交通への支障を回避する方策としては、繁忙日に駐車場の出入り口に交通整理員
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を配置し、通常時は繁忙時間帯での配置の検討や誘導看板の設置、誘導矢印や停止線

等の路面標示をする計画でございます。 

 また、駐輪場は、指針を上回る158台を確保する計画で、駐車・駐輪需要ともに充足してい

ると認められます。 

 続いて荷さばき施設の整備等についてですが、荷さばき施設は店舗西側に設け、面積は

78㎡、同時作業可能台数は１台、ピーク時１時間当たりの搬出入車両台数は２台で、施設

は充足していると認められます。 

（SC来店経路図） 続いて経路設定ですが、経路図をお願いいたします。店舗への誘導

は、西方面からは前面県道から店舗北側の交差点を右折し、出入り口②を左折イン、北方

面、東方面、南方面からは店舗東北の交差点を経由し出入り口①から右折インの計画とな

っております。この経路の周知は、オープン時の新聞折り込み広告に案内経路を掲載する

ほか、駐車場出入り口に誘導看板を設置し、繁忙時には交通整理員を配置する計画で、適

切な配慮がなされていると認められます。 

（SC建物配置図） 次に、３ページをお開きください。スクリーンは建物配置図になります。 

 歩行者の通行の利便性の確保等については、敷地内に横断歩道及び一たん停止線等を

標示して歩行者の安全を確保する、繁忙時は誘導員を配置して事故や渋滞のないよう努め

る、歩行者及び自転車用の専用出入り口、専門通路を設け歩車分離を図るという計画で、

適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC廃棄物の減量化） 続いて廃棄物の減量化とリサイクルについての配慮ですが、スクリ

ーンを御覧ください。減量化については、搬入には段ボールのほかにリターナブルコンテナ

を使用し、ごみの減量化に努める、計画的に商品の仕入れ、管理を行うことにより廃棄物の

発生を抑える、段ボールについては100％リサイクルをする、リサイクルの進捗状況を把握

し、自社のリサイクル意識を高める、商品の無包装ばら売り、またトレーをできる限り使用しな

い簡易包装を実施する、マイバッグの推進等を行う、レジ袋不要のお客様に精算時に２円

引きのサービスを実施する、また事務室で使用するコピーは再生紙利用に努める。 

（SCリサイクル計画） また、リサイクル計画については、食品廃棄物は食品リサイクル法の

基本方針に基づき発生の抑制、減量化、再利用に努める、食品リサイクル法の指針20％以

上の再資源化に取り組む、リサイクルステーションを設けペットボトル、牛乳パック、トレーを

回収して再資源化を行う、発泡スチロールの再資源化にも取り組む、再資源化比率を高

め、ごみ減量の推進に努めるなどの計画で、適切な配慮がなされていると認められます。 

 次に防災・防犯対策への協力に関してですが、防災対策では、地元から要請があればで
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きる限り協力する。防犯対策として、従業員の定期的な巡回を実施するとともに、閉店後は

チェーンバリカー等で施錠閉鎖する、防犯カメラを店内に設置する、閉店後はセンサーによ

る機械警備に切りかえて管理するなど、適切な配慮がなされていると認められます。 

 次の騒音については担当から説明いたします。 

＜事務局＞ 騒音の発生に係る事項について説明します。写真により周辺状況を説明させ

ていただきます。お手元の資料の図２の周辺見取り図を併せて御覧ください。 

（SC写真１） 店舗北側の状況です。道路を挟んで住宅地があります。 

（SC写真２） 店舗西側の状況です。道路を挟んで店舗があります。 

（SC写真３） 店舗南側を西から見た状況です。隣接して住居、農地があります。 

（SC写真４） 店舗南側を東から見た状況です。集合住宅が隣接しています。 

（SC写真５） 店舗東側です。店舗が隣接しています。 

 資料５ページの表とスクリーンを併せて御覧ください。 

（SC騒音予測地点図―等価騒音） 店舗は午前９時から翌午前０時までの営業で、駐車場

は午前０時30分まで利用されます。機器は夜間も稼働し、キュービクルや冷凍冷蔵室外機

等は24時間稼働します。荷さばき作業は夜間には実施しません。 

 等価騒音の予測については、第１種住居地域の基準である昼間55dB、夜間45dBをすべ

て満たしています。 

（SC騒音予測地点図―夜間最大） 夜間最大値の予測については、機器については基準

値を満たしています。来客車両走行音は敷地境界及び隣地敷地境界側で基準値40を超過

し、音源Ａ１、Ａ15、Ａ28については住居地点においても基準値を上回りますが、現況騒音

が48dBから54dBであり、予測値を上回るため、当該店舗が周辺環境に与える影響は軽微

であると認められます。 

 以上です。 

＜事務局＞ 続きまして６ページをお開きください。廃棄物についてですが、スクリーンを御

覧ください。 

（SC建物配置図） 廃棄物の保管施設は店舗南側に設け、指針を上回る12㎥を確保し、ま

た、処理方法については許可業者による敷地外処理を毎日行う計画で、適切な配慮がなさ

れていると認められます。 

 次に敷地内の緑化計画ですが、八千代市との協議により、敷地の面積の7.7％に当たる

636.7㎡を緑化する計画です。 

 街並みづくり、景観への配慮としては、周囲と調和のとれる形状の建物、高さ、色彩とし、
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街並みを乱すことのない店舗計画とする、敷地外周部に緑地を配置する、外壁は主に茶色

等を使用し、奇抜な色を避け、景観に溶け込む色彩とする、また、屋外照明等についても、

点灯時間、照射角度などへの適切な配慮が見られます。 

 次に市町村・住民意見ですけれども、ともにございませんでした。 

（SC県の意見（案）） 最後、12ページの総合判断でございますけれども、駐車・駐輪需要、

荷さばき施設、騒音、廃棄物保管容量、廃棄物処理、街並みづくり等、いずれも指針に照ら

し適切な配慮がなされていると認められるため、当該店舗の立地に関する県の意見は「な

し」と考えております。 

（SC書面による意見） なお、安井委員から書面による意見が提出されておりますので、読

み上げさせていただきます。 

 駐車台数が150台の店舗である。周辺交差点の交通調査の結果からは、開業後も渋滞発

生など大きな問題は生じない。交通問題に関しては、千葉県警察本部交通規制課、八千代

警察署交通課、千葉県県土整備部と適切に協議がなされ、安全上の対応が十分になされ

ている。八千代市及び住民等の意見はない。よって、交通上の問題はないと判断する。 

 以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ 廃棄物について、鬼沢委員御意見はありますか。 

＜鬼沢委員＞ 廃棄物の減量化に向けてかなり細かく計画はされておりますが、マイバッグ

持参率については23.3％をもう少しアップしていただきたいと思います。ばら売り等の計画

がありますので、なるべく容器包装等の減量に努めていただけたらと思います。 

＜伊藤会長＞ 木村委員、騒音についてはいかがですか。 

＜木村委員＞ 夜間の最大値が基準値を超えている地点がありますが、現況騒音を下回っ

ているので問題ないと思っております。 

＜伊藤会長＞ 他の委員の方、どうぞ。 

＜門井委員＞ 騒音の関係で質問です。現況がうるさいから、うるさい音が出ていても大丈

夫だというふうに聞いたのですが、音全体の大きさは変わらなくても、ボリュームが変わるよう

な気がするのですけれども、どうでしょうか。 

＜木村委員＞ 夜間の場合、騒音の基準値は等価騒音レベル、ＬＡｅｑという指標を使って

いますが、大店法の場合は通過の最大値を使っています。最大値が現況の等価騒音レベ

ルを上回っていなければ、問題ないだろうと考えています。 

＜伊藤会長＞ 他の委員の方、どうぞ。それでは、轟木委員。 

＜轟木委員＞ 廃棄物保管スペースですけれども、予測量11.7㎥に対し、保管容量が12㎥
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とぎりぎりです。もう少し余裕あるスペースを設定できないのでしょうか。 

＜鬼沢委員＞ 物を入れるときに、スペースが狭いと減量の意識が出てくるのに対し、大き

いと余り気にならないということがあります。最低のところはクリアしているので、あとは廃棄物

の減量化を進めていくことのほうが大切ではないかと思います。 

＜伊藤会長＞ 特段ご意見がなければ、県の「意見なし」は妥当であると判断したいと思い

ます。 

 

③テックランド茂原店について 

 

＜伊藤会長＞ それでは３つ目です。事務局のほうでお願いします。 

＜事務局＞ ３点目です。テックランド茂原店で新設案件となります。こちらは一応新設案件

ということですけれども、既に大規模小売店舗として電気店のラオックス茂原店が営業され

ていたところですが、店舗を建てかえるということで、設置者がかわるということで、大店法上

は新設としての扱いとなります。スクリーンと審議資料の１ページを併せて御覧ください。 

（SC広域見取り図） 所在地は茂原市の高師で、ＪＲ外房線茂原駅から北西方面に約2.4㎞

の主要地方道沿いに位置しております。建物設置者及び小売業者はともに株式会社ヤマ

ダ電機となっております。 

（SC概要） 敷地の概要ですが、敷地面積は１万327㎡、用途地域は準工業地域、無指定

地域となっております。建物構造は鉄骨造り地上２階建てとなります。 

 右の欄の届出概要ですが、新設日は平成24年３月30日、店舗面積は3,322㎡、営業時間

は午前10時から午後10時まで、駐車場の利用可能時間帯は午前９時半から午後10時30分

まで、荷さばき可能時間帯は午前６時から午後10時までとなっております。 

（SC周辺見取り図） 周辺の環境ですが、スクリーン周辺見取り図を御覧ください。計画地の

北側は道路を挟んで店舗、東側は道路を挟んで事務所及び駐車場、南側は自転車道を挟

んで河川、西側は飲食店舗及びゲームセンターとなっております。 

 なお、市町村・住民等の意見は、ともにございませんでした。 

（SC建物配置図） ２ページを御覧ください。スクリーンは建物配置図となります。 

 駐車場は、指針に基づく費用台数154台を確保し、うち２台を身障者用、１台を高齢者優

先枠とする計画です。出入り口は３カ所で、店舗北側の出入り口②は右折イン、左折アウト、

店舗東側の出入り口③は右折インで、店舗北側の出入り口①は繁忙時のみの使用で右折

イン、左折アウトとなっております。 
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 また、交通への支障を回避するための方策として、オープン時に駐車場の各出入り口に

交通整理員を配置する、通常時は状況を見ながら駐車場出入り口に交通整理員を適宜配

置する、各出入り口付近に駐車場看板の設置、場内に誘導矢印や停止線等の路面標示を

行うなどの計画でございます。 

 また、駐輪場は、既存類似店舗の実績に基づく必要台数を上回る92台を確保する計画

で、駐車・駐輪需要はともに充足していると認められます。 

 続いて荷さばき施設の整備等についてですが、荷さばき施設は店舗の南側に設け、面積

は計75㎡、同時作業可能台数は１台、ピーク時の１時間当たりの搬出入車両台数は２台

で、施設は充足しており、適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC来店経路図） 次に経路設定ですけれども、スクリーン経路図を御覧ください。店舗へ

の誘導は、北方面Ａ、東方面Ｂ、南方面Ｃ、Ｄ、Ｅは交差点Ａを経由し、店舗東側を左折し

入り口③を右折イン、西方面Ｆは交差点Ｂを経由し、正面道路から入り口②または①を右折

インの計画となっております。この経路の周知は、駐車場出入り口に案内看板を設置する、

オープン時の新聞折り込み広告に案内経路を掲載する、オープン時に駐車場出入り口に

交通整理員を配置し、通常時は状況を見ながら駐車場出入り口に適宜交通整理員を配置

する計画で、適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC建物配置図） ３ページをお開きください。スクリーンは建物配置図になります。 

 歩行者の通行の利便性の確保等については、駐車場内は見通しのよい車路とする、敷地

北側の道路から店舗入り口まで歩行者用通路及び歩行者横断帯を設置し、歩行者の安全

性を確保する計画で、適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC廃棄物の減量化） 続いて廃棄物の減量化とリサイクルについての配慮ですが、スクリ

ーンを御覧ください。 

 減量化については、メーカーに対しリサイクル可能な梱包材の使用を要請する。店舗内か

ら発生する発泡スチロール等のごみは店舗内の展示品のみに抑える。 

（SCリサイクル計画） また、リサイクル計画については、家電リサイクル法及びパソコンリサイ

クル法に基づき、引き取り、収集、運搬を適切に行う、再利用可能なものは買い取り、修理、

再販売を行う、簡易包装やレジ袋の削減を実施する、店内に使用済み乾電池、インクカート

リッジの回収ボックスを設置する、再生紙等の再生品の利用を促進する、段ボール等の紙

製品廃棄物についてはリサイクル原料として活用するなど、適切な配慮がなされていると認

められます。 

 次に防災・防犯対策への協力に関してですが、防災対策は、自治体から要請があれば対
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応する。防犯対策として、駐車場等は適切な照明設備を設置する、利用時間外はチェーン

バリカー等で施錠、閉鎖する、地元警察の支援を得ながら防犯対策に努めるなど、適切な

配慮がなされていると認められます。 

 次の騒音については担当から説明します。 

＜事務局＞ それでは、騒音の発生に係る事項について説明します。写真により周辺状況

を説明させていただきます。お手元の資料の図２の周辺見取り図を併せて御覧ください。 

（SC写真１） 店舗北東側の状況です。主要地方道千葉茂原線を挟んで店舗があります。 

（SC写真２） 店舗北西側です。隣接施設として飲食店舗及びゲームセンターがあります。 

（SC写真３） 店舗南西側です。自転車道を挟んで２級河川豊田川があります。 

（SC写真４） 店舗南東側を南から見た状況です。店舗敷地に食い込む形で住宅があり、道

路を挟んで駐車場と住宅があります。 

（SC写真５） 店舗南東側を東から見た状況です。ガソリンスタンドが隣接しています。 

 資料５ページの表とスクリーンを併せて御覧ください。 

（SC騒音予測地点図―等価騒音） 店舗は午前10時から午後10時までの営業で、駐車場

は午後10時半まで利用され、夜間にかかります。機器は夜間はキュービクルのみ24時間稼

働します。荷さばき作業は夜間には実施しません。 

 等価騒音の予測については、地点Ａ、Ｂについては準工業地域の基準である昼間60dB、

夜間50dBを満たしており、地点Ｃについては無指定地域のためＢ類型の基準を当てはめた

昼間55dB、夜間45dBを満たしています。 

（SC騒音予測地点図―夜間最大） 夜間最大値の予測については、機器については基準

値を満たしています。夜10時以降は入り口３を閉鎖しますが、来客車両走行音がＰ２地点の

敷地境界で基準値50ｄＢを超過します。しかし、隣接敷地境界では基準値を満たすため、

当該店舗が周辺環境に与える影響は軽微であると認められます。 

 以上です。 

＜事務局＞ 次に６ページをお開きください。廃棄物についてですが、スクリーンを御覧くだ

さい。 

（SC建物配置図） 廃棄物等の保管施設は店舗の南側に設け、指針を上回る38㎥を確保

し、また、廃棄物の処理方法についても許可業者による敷地外処理を毎日行う計画で、適

切な配慮がなされていると認められます。 

 次に敷地内の緑化計画ですが、もともと店舗のあった敷地ということで新たに緑化計画は

ございません。 
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 街並みづくり、景観への配慮としては、建物はシンプルな形状とし、清涼感と清潔感のある

デザインとする、建物に設置する看板、広告塔は必要最小限の大きさと配置箇所にとどめ、

屋外広告物条例等を遵守したものとするなど、また、屋外照明等についても点灯時間や照

射角度などへの適切な配慮が見られます。 

 続いて市町村・住民等の意見ですが、ともにございませんでした。 

（SC県の意見（案）） 最後に７ページの総合判断ですが、駐車・駐輪需要、荷さばき施設、

騒音、廃棄物保管容量、廃棄物処理、街並みづくり等、いずれも指針に照らし適切な配慮

がなされていると認められるため、当該店舗の立地に関する県の意見は「なし」と考えており

ます。 

（SC書面による意見） なお、安井委員から書面による意見が提出されておりますので、読

み上げます。 

 駐車台数が１５４台の店舗である。周辺交差点の交通調査の結果からは、開業後も渋滞

発生など大きな問題は生じない。交通問題に関しては、千葉県警察本部交通規制課、茂原

警察署交通課、千葉県県土整備部と適切に協議がなされ、安全上の対応が十分になされ

ている。茂原市や住民等の意見はない。よって、交通上の問題はないと判断する。 

 以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ ありがとうございました。騒音のほうでは木村委員、御意見はありますか。 

＜木村委員＞ 店舗東側の住宅付近は、夜間午後10時以降は使わないということになって

いますので、厳守していただきたいと思っております。入り口③付近で夜間の基準値を超え

ますけれども、事業用の敷地境界で基準値内ですので問題ないと思っております。 

＜伊藤会長＞ 鬼沢委員、廃棄物はいかがですか。 

＜鬼沢委員＞ メーカーに対して梱包材をリサイクルしやすい素材に変更するように要請す

るとあるのですが、とても大切なことだと思いますので、計画だけではなくしっかりやっていた

だきたいと思います。 

＜伊藤会長＞ 皆さん、特段の御異議がないようですから、県の意見は「意見なし」でござ

いますが、妥当であると判断したいと思います。 

 

④（仮称）テックランド成田２号店について 

 

＜伊藤会長＞ 次は４番目です。それでは、お願いいたします。 

＜事務局＞ 審議案件の４件目、（仮称）テックランド成田２号店で新設の案件でございま
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す。スクリーンと審議資料の１ページを併せて御覧ください。 

（SC広域見取り図） 所在地は成田市のウイング土屋で、ＪＲ成田駅から北へ約２㎞の商業

施設が多く立地する地域に位置しております。建物設置者及び小売業者は、ともに株式会

社ヤマダ電機となっております。 

（SC概要） 敷地の概要ですが、敷地面積は6,336㎡、用途地域は近隣商業地域となってお

ります。建物構造は鉄骨づくり地上３階建てとなります。 

 右の欄の届出概要ですが、新設日は平成24年４月27日、店舗面積は4,004㎡、営業時間

は午前９時から午後10時まで、駐車場の利用可能時間帯は午前８時30分から午後10時30

分まで、荷さばき可能時間帯は午前６時から午後10時までとなっております。 

（SC周辺見取り図） 次に周辺の環境ですけれども、スクリーン周辺見取り図を御覧くださ

い。計画地の北側は道路を挟んで河川敷、南東側はスポーツ施設、南西側は道路を挟ん

で店舗、医院、駐車場、北西側は道路を挟んで店舗となっております。 

 なお、この案件に対する市町村・住民等の意見ですが、ともにございませんでした。 

（SC建物配置図） ２ページ目をお開きください。スクリーンは建物配置図になります。 

 駐車場は指針による147台を確保し、うち２台を身障者用、３台を高齢者用とする計画でご

ざいます。出入り口は計３カ所で、河川敷側道路に面した出入り口①は右折イン、左折アウ

ト、南東側道路に面した出入り口②は左折イン、左折アウト、北西側道路に面した出入り口

③は右折イン、左折アウトとなっております。 

 また、交通への支障を回避するための方策として、オープン時に駐車場の出入り口に交

通整理員を配置する、その後は状況を見ながら適宜配置する。また、誘導看板の設置、誘

導矢印や停止線等の路面標示を行う計画です。 

 また、駐輪場は、既存店舗の実績による必要台数を上回る79台を確保する計画で、駐車・

駐輪需要ともに充足していると認められます。 

 続いて荷さばき施設の整備等についてですが、荷さばき施設は店舗の北側に設け、面積

は40㎡、同時作業可能台数は１台、ピーク時の１時間当たりの搬出入車両台数は２台で、

施設は充足しており、適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC来店経路図） 次に経路設定ですが、店舗への誘導は、北方面及び東方面からは交差

点Ｂから交差点Ａを経由してそれぞれ入り口①を右折イン、入り口②を左折イン、入り口③

を右折イン、西方面からは交差点Ｄから交差点Ａを経由し、同様に各入り口をインする計画

になっております。この経路の周知は、オープン時の新聞折り込み広告に案内経路を掲載

する、駐車場出入り口に誘導看板を設置する、オープン時に交通整理員を配置する、その
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後は状況により適宜交通整理員を配置する計画で、適切な配慮がなされていると認められ

ます。 

（SC建物配置図） ３ページをお開きください。スクリーンは建物配置図になります。 

 歩行者の通行の利便性の確保等については、駐車場内に横断歩道や一たん停止等の

路面標示を行い、繁忙時は誘導員を配置して安全を図る計画で、適切な配慮がなされてい

ると認められます。 

（SC廃棄物の減量化） 続いて廃棄物の減量化とリサイクルについての配慮ですが、スクリ

ーンをごらんください。減量化については、リターナブルコンテナ等を積極的に利用し、段ボ

ール等の発生を抑制する、販売商品は適時値下げ販売等により廃棄物とならないようにす

る、簡易包装に努めるようお客様へ呼びかけを行う、グリーン電力を使用する取り組みを行

う。 

（SCリサイクル計画） また、リサイクル計画については、グループ関連会社で家電製品のリ

ース業を展開している、店頭にインクカートリッジ回収ボックスを設置する、段ボール等は搬

入業者が持ち帰りリユース、リサイクルするなど、適切な配慮がなされていると認められま

す。 

 次に防災・防犯対策への協力に関してですが、防災対策は地方自治体から要請があった

場合はできる限り協力する。防犯対策としては、駐車場内には適切な照明設備を配置し、

従業員による定期巡回、防犯カメラの設置、閉店後はチェーンで施錠、閉鎖し、店舗は機

械警備を行うなど、適切な配慮がなされていると認められます。 

 次の騒音については担当から説明します。 

＜事務局＞ それでは、騒音の発生に係る事項について説明します。写真により周辺状況

を説明させていただきます。お手元の資料の図２の周辺見取り図と併せて御覧ください。 

（SC写真１） 写真は店舗南西側の状況です。道路を挟んで店舗、医院、駐車場がありま

す。 

（SC写真２） 店舗北西側の状況です。店舗が隣接しています。 

（SC写真３） 店舗北東側です。道路を挟んで河川敷となっています。 

（SC写真４） 店舗南東側です。スポーツ施設が隣接しています。 

 資料５ページの表とスクリーンを併せて御覧ください。 

（SC騒音予測地点図―等価騒音） 店舗は午前９時から午後10時までの営業で、駐車場は

午後10時30分まで利用され、夜間にかかります。機器は夜間も稼働し、キュービクルのみ24

時間稼働します。荷さばき作業は夜間には実施しません。 
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 等価騒音の予測については、近隣商業地域の基準である昼間60dB、夜間50dBをすべて

満たしています。 

（SC騒音予測地点図―夜間最大） 夜間最大値については、基準値は50dB、病院から50ｍ

範囲内は45dBです。機器については基準値を満たしています。来客車両走行音は敷地境

界及び隣地敷地境界で基準値を超過しますが、保全対象の位置では基準値を満たすた

め、当該店舗が周辺環境に与える影響は軽微であると認められます。 

 以上です。 

＜事務局＞ 次に６ページをお開きください。廃棄物についてですが、スクリーンは建物配

置図になります。 

（SC建物配置図） 廃棄物の保管施設は店舗の北側に指針を上回る81㎥を確保し、また、

廃棄物の処理方法についても許可業者による敷地外処理を毎日行う計画で、適切な配慮

がなされていると認められます。 

 次に敷地内の緑化計画ですが、成田市の基準による５％を上回る敷地面積の5.4％、319

㎡を緑地化する計画です。 

 街並みづくり、景観への配慮としては、周囲と調和のとれる形状の建物、高さ、色彩とす

る、敷地外周部に緑地帯を設け、排ガス、騒音等への緩衝帯とする、屋外照明等について

も、点灯時間や照射角度などへの適切な配慮が見られます。 

 続いて市町村・住民等の意見ですが、成田市、住民等ともに意見はございませんでした。 

（SC県の意見（案）） 最後に７ページの総合判断ですが、駐車・駐輪需要、荷さばき施設、

騒音、廃棄物保管容量、廃棄物処理、街並みづくり等、いずれも指針に照らし適切な配慮

がなされていると認められるため、当該店舗の立地に関する県の意見は「なし」と考えており

ます。 

（SC書面による意見） なお、安井委員から書面による意見が提出されておりますので、読

み上げます。 

 駐車台数が147台の店舗である。周辺交差点の交通調査の結果からは、開業後も渋滞発

生など大きな問題は生じない。交通問題に関しては、千葉県警察本部交通規制課、成田警

察署交通課、千葉県県土整備部と適切に協議がなされ、安全上の配慮が十分になされて

いる。成田市や住民等の意見はない。よって、交通上の問題はないと判断する。 

 以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ ありがとうございました。鬼沢委員、いかがでしょうか。 

＜鬼沢委員＞ この店舗がほかと違うところは、グリーン電力を使用するとうたってあることで
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す。今後グリーン電力を使用することでＣＯ２がどのくらい削減されるかということを、店舗の

計画段階から考えることは大切だと思いますので、非常に評価できると思います。 

＜伊藤会長＞ 木村委員、騒音はいかがですか。 

＜木村委員＞ 車両の出入り口で夜間の基準値を上回る点がありますけれども、住居地点

側では満足しているので問題ないと考えています。ただ、その地点が病院ですので、苦情

が発生した場合は速やかな対応をお願いしたいと思っております。 

＜伊藤会長＞ そのほかの委員の方、特段の御異議がないと見受けられますので、県の

「意見なし」を妥当と判断したいと思います。 

 

⑤（仮称）カスミ流山おおたかの森店について 

 

＜伊藤会長＞ それでは、今度は最後の案件になります。お願いいたします。 

＜事務局＞ 審議案件の５件目ということで、（仮称）カスミ流山おおたかの森店で新設案件

でございます。スクリーン広域見取り図と審議資料の１ページを併せて御覧ください。 

（SC広域見取り図） 所在地は流山市の新市街地区の区画整理事業地内で、つくばエクス

プレス流山おおたかの森駅から北東へ約１㎞の都市計画道路沿いに位置しております。 

設置者及び小売業者は、ともに株式会社カスミとなっております。 

（SC概要） 敷地の概要ですが、敷地面積は5,493㎡、用途地域は準住居地域、第１種低層

住居専用地域となっております。建物構造は鉄骨造り地上２階建てとなります。 

 届出概要ですが、新設日は平成24年４月12日、店舗面積は2,168㎡、営業時間は午前９

時から翌午前０時まで、駐車場の利用可能時間帯は午前８時30分から翌午前０時30分ま

で、荷さばき可能時間帯は午前６時から午後10時までとなっております。 

（SC周辺見取り図） 周辺の環境ですが、スクリーンを御覧ください。計画地の北東側は、西

側は道路を挟んで集合住宅、北側は道路を挟んで更地、西側は道路を挟んで駐車場、住

宅、南側は道路を挟んで更地となっております。 

 なお、この案件に対する市町村・住民等の意見ですが、ともにございませんでした。 

（SC建物配置図） ２ページをお開きください。スクリーンは建物配置図になります。 

 駐車場は指針を上回る82台を確保し、うち２台を身障者用、２台を高齢者用とする計画で

す。出入り口は計３カ所で、北西側道路に面した出入り口①は右左折イン、右左折アウト、

南東側道路に面した出入り口②は左折イン、左折アウト、線路側道路に面した出入り口③

は左折イン、左折アウトとなっております。 
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 また、交通への支障を回避するための方策としては、繁忙日に駐車場の出入り口に交通

整理員を配置する、通常時は繁忙時間帯配置を検討する、また、誘導看板の設置、誘導矢

印や停止線等の路面標示を行う計画でございます。 

 また、駐輪場は、流山市の基準を上回る120台を確保する計画で、駐車・駐輪需要はとも

に充足していると認められます。 

 続いて荷さばき施設の整備等についてですが、荷さばき施設は店舗の南側に設け、面積

は84㎡、同時作業可能台数は１台、ピーク時の１時間当たりの搬出入車両台数は２台で、

施設は充足しており適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC来店経路図） 次に経路設定ですが、スクリーン経路図を御覧ください。店舗への誘導

は、北西方面からは店舗北西交差点を左折し、入り口①を右折イン、北東方面と南方面か

らは交差点Ａを経由し、入り口②を左折イン、西側からは都市計画道路から入り口③を右折

インする計画になっております。この経路の周知は、オープン時の新聞折り込み広告に案

内経路を掲載する、駐車場内に誘導看板を設置する、繁忙時に交通整理員を配置する計

画で、適切な配慮がなされていると認められます。 

（SC建物配置図） ３ページをお開きください。スクリーンは建物配置図になります。 

 歩行者の通行の利便性の確保等については、駐車場内に横断歩道や停止線の路面標

示を行い、混雑が予想されるときは誘導員を配置して安全を図る計画で、適切な配慮がな

されていると認められます。 

（SC廃棄物の減量化） 続いて廃棄物の減量化とリサイクルについての配慮ですが、スクリ

ーンを御覧ください。減量化については、搬入には段ボールのほかにリターナブルコンテナ

を使用する、計画的に商品の仕入れ、管理を行うことにより廃棄物の発生量を抑える、リサイ

クルの推進状況を把握し、自社のリサイクル意識を高める。簡易包装あるいはばら売りを推

進し、トレーをできる限り使用しない簡易包装を実施する、来店客に呼びかけてマイバッグ

の推進等を行う、事務室内で使用するコピー用紙は再生紙利用に努める。 

（SCリサイクル計画） また、リサイクル計画については、食品リサイクル法の基本方針に基

づき、発生の抑制、減量、再利用化に努める、食品リサイクル法の指針20％以上の再資源

化に取り組む。リサイクルステーションを設け、ペットボトル、牛乳パック、トレー、瓶、缶等の

回収等を行って再資源化に取り組む。再資源化率を高め、ごみ減量の推進に努めるなど、

適切な配慮がなされていると認められます。 

 次に防災・防犯対策への協力に関してですが、防災対策は、自治体や地元から要請があ

ればできる限り協力する。防犯対策として、駐車場内には適切な照明設備を配置し、従業



 １８

員による定期巡回を行う、防犯カメラを設置し、閉店後は出入り口をチェーンで施錠、閉鎖

する、店舗は機械警備を行うなど、適切な配慮がなされていると認められます。 

 騒音については担当から説明いたします。 

＜事務局＞ 騒音の発生に係る事項について説明します。写真により周辺状況を説明させ

ていただきます。お手元の資料の図２の周辺見取り図を併せて御覧ください。 

（SC写真１） 写真は店舗東側の状況です。道路を挟んで集合住宅と造成中の土地があり

ます。 

（SC写真２） 店舗南側です。道路を挟んで更地となっています。右手につくばエクスプレス

の高架があります。 

（SC写真３） 店舗西側を南から見た状況です。道路を挟んで住宅と住宅造成中の土地が

あります。 

（SC写真４） 店舗西側を北から見た状況です。同じく道路を挟んで住宅と住宅造成中の土

地があります。 

（SC写真５） 店舗北側です。道路を挟んで造成中の更地があります。 

 資料５ページの表とスクリーンを逢わせて御覧ください。 

（SC騒音予測地点図―等価騒音） 店舗は午前９時から翌午前０時までの営業で、駐車場

は午前０時30分まで利用されます。機器は夜間も稼働し、キュービクル、室外機等は24時間

稼働します。荷さばき作業は夜間には実施しません。 

 等価騒音の予測については、第１種低層住居地域、第１種住居地域及び準住居地域の

基準である昼間55dB、夜間45dBを満たしています。 

（SC騒音予測地点図―夜間最大） 夜間最大値については、基準値は店舗西側の第１種

低層住居専用地域では40dB、それ以外では45dBです。機器についてはイ地点のみ基準

値を超過しますが、道路を挟んで鉄道敷地であり、住居が立地する可能性はありません。来

客車両走行音が敷地境界及び隣地敷地境界で超過し、音源Ａ－１については住居地点で

も基準値を超過しますが、現況騒音が52ｄＢであり、予測値を上回るため、当該店舗が周辺

環境に当たる影響は軽微であると認められます。 

 以上です。 

＜事務局＞ では、６ページをお開きください。廃棄物についてですが、スクリーンの建物

配置図を御覧ください。 

（SC建物配置図） 廃棄物の保管施設は店舗の南側に指針を上回る24㎥を確保し、また、

廃棄物の処理についても許可業者による敷地外処理を毎日行う計画で、適切な配慮がなさ
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れていると認められます。 

 次に敷地内の緑化計画ですが、現在協議中ということで、流山市の指導に従い計画する

ものとしております。街並みづくり、景観への配慮といたしましては、周囲と調和のとれる形

状の建物高さ、色彩とする、敷地外周部に緑地を設ける、屋外照明等についても、点灯時

間や照射角度などへの適切な配慮が見られます。 

 続いて、市町村住民等の意見ですが、流山市、住民等ともに意見はございませんでした。 

（SC県の意見（案）） 最後に７ページの総合判断ですが、駐車・駐輪需要、荷さばき施設、

騒音、廃棄物保管容量、廃棄物処理、街並みづくり等、いずれも指針に照らし適切な配慮

がなされていると認められるため、当該店舗の立地に関する県の意見は「なし」と考えており

ます。 

（SC書面による意見） なお、安井委員から書面による意見が提出されておりますので、読

み上げます。 

 駐車台数が82台の店舗である。都市計画事業地区であり、周辺交差点の交通調査の結

果からは、開業後も渋滞発生など大きな問題は生じない。交通問題に関しては、千葉県警

察本部交通規制課、流山警察署交通課、千葉県県土整備部と適切な協議がなされ、安全

上の配慮が十分になされている。流山市や住民等の意見はない。よって、交通上の問題は

ないと判断する。 

 以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ 木村委員、騒音はいかがですか。 

＜木村委員＞ 夜間の最大値が基準値を超えるケースがありますけれども、現況騒音を下

回っているということで問題ないと思います。 

＜伊藤会長＞ ほかに御意見はいかがでしょうか。 

＜鬼沢委員＞ 店舗周辺に戸建てやマンションが数多く出来てくることが予想されますの

で、マイバッグの推進など積極的に声をかけていただくことで、レジ袋削減につながると思い

ます。また、食品スーパーは廃棄物の中に、売れ残りなどの食品ロスが大量に発生しますの

で、計画的仕入れ等が大切だと思います。社員のリサイクル意識を高めることも積極的に進

めていただきたいと思います。 

＜伊藤会長＞ ほかに御意見がないようでしたら、県の「意見なし」というのは妥当であると

判断したいと思います。ありがとうございました。 
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○ 議題（２）変更の届出に対する県意見の報告については、次のとおりであった。 

 

＜伊藤会長＞  それでは、報告事項でございます。よろしくお願いいたします。 

＜事務局＞ 報告案件でございますけれども、お手元の一覧表を御覧いただきたいと思い

ます。 

 ①の船橋駅北口市街地再開発ビル・船橋東武ビルでございますけれども、開店時刻の変

更とそれに伴う駐車場の利用時間の変更を行うものでございます。これについて市町村及

び住民等からの意見はございませんでした。 

 ②及び③のスカイプラザユーカリが丘は、駐車場の出入り口の変更及び開店時刻の変更

とそれに伴う駐車場の利用時間の変更を行うものでございます。なお、市町村・住民等から

の意見はございませんでした。 

 ④のイオン市川妙典店は、開店時刻の変更とそれに伴う駐車場の利用時間の変更を行う

ものです。市町村及び住民からの意見はございませんでした。 

 ⑤の南船橋ビビットスクエアは、荷さばき施設の位置と面積の変更を行うもので、市町村及

び住民からの意見はございませんでした。 

 ⑥のイオン銚子ショッピングセンターは、駐車場の位置と台数、利用時間帯、出入り口の

数と位置の変更を行うもので、市町村及び住民からの意見はございませんでした。 

 ⑦の野田みずきショッピングセンター１期は、営業時間の変更とそれに伴う駐車場の利用

時間の変更を行うもので、市町村及び住民からの意見はございませんでした。 

 ⑧のトムテビルは、駐車場の位置と台数及び出入り口の位置の変更を行うもので、市町村

及び住民からの意見はございませんでした。 

 ⑨の西友本八幡店は、駐車場の位置と出入り口の位置の変更を行うもので、市町村及び

住民からの意見はございませんでした。 

 ⑩のあびこショッピングプラザは、駐輪場の位置の変更を行うもので、市町村及び住民か

らの意見はございませんでした。 

 ⑪のららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹは、駐輪場の位置、荷さばき施設の位置と面積、廃棄物

保管施設の位置と容量、駐車場の出入り口の数と位置の変更を行うもので、こちらも市町村

及び住民からの意見はございませんでした。 

 ⑫の（仮称）ＬＥＯモールは、1,000㎡未満の店舗の増床とそれに伴う駐車場、駐輪場、荷

さばき施設、廃棄物の保管施設、駐車場の出入り口、荷さばき時間の変更及び閉店時刻の

変更とそれに伴う駐車場の利用時間の変更を行うものでございます。これにつきましても、
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市町村及び住民からの意見はございませんでした。 

 以上12件につきましては、周辺環境に及ぼす影響は軽微であり、施設の配置及び運営方

法は適切に配慮されていると認められたため、県の「意見なし」として決定した旨、通知をし

たところでございます。 

 以上です。 

 

（傍聴者退室） 

 

○ 議題（３）については、次のとおりであった。 

 

配布資料（届出状況一覧）の補足説明を行ったほか、次回開催の第９２回千葉県大規模小

売店舗立地審議会の日程については後日調整のうえ決定することとした。 

 

６ 閉 会：午後３時２８分閉会 

 

平成２４年  月  日 

 

 

議事録署名人             印 

 

 

議事録署名人             印 


